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４月２８日（木）に、児童会執行部主催の『１年生かんげい会』を開催しま

た。ちょっぴり恥ずかしそうに入場してきた１年生でしたが、自己紹介では

好きな食べ物やキャラクターなど、堂々と発表してくれました。

その後、全校ゲーム「勝ち抜きじゃんけん」をして交流を深めました。ゲ

ーム等の活動を通して１年生に楽しんでもらいました。入学してから３週間

が経ち、学校生活にも慣れてきた１年生ですが、お兄さんやお姉さん方の優しいリードもあり、学校にも慣れ親しん

できました。これからも各行事や休み時間等を通して交流を深めていきましょう。執行部の皆さん、お疲れ様でした。

５月１３日（金）『春の遠足』を行いました。１～３年生は、かもめ島まで

徒歩で行き、開陽丸青少年センター周辺で班に分かれてウォークラリーをして

楽しみました。３年生がリーダー性を発揮し、下級生の面倒をみながら優しく

リードしていました。また、昼食後には、かもめ島磯辺でカニ釣りをして 楽

しんで帰ってきました。久しぶりのお弁当もとても美味しかったそうです。

高学年の４～６年生は、愛宕町のコンビニまで徒歩で行き、そこからバスで

柳崎パークゴルフ場へ行ってきました。到着後、ドッチビーで遊んだりおやつ

などを食べたり、久しぶりの屋外での活動を満喫できたようです。昼食後には、

グループに分かれてパークゴルフを楽しみました。初めてプレーする児童が多

く、力の加減が難しくて打数は増えたようですが、きれいに整備された芝生の

上で爽快に打ち、みんなでプレーを楽しんできました。

少々肌寒くはありましたが、とても有意義で楽しい遠足になりました。

運動会の成功に向けて
南が丘小学校長 吉 岡 栄

前任の奥尻町(青苗小)では、青苗幼稚園長を兼務していました。小学校が本務校のため幼稚園で

過ごす時間は少なかったのですが、幼稚園保護者に対し、以下のようにお伝えしたことがあります。

内容は園児対象のものですが、小学校、特に低学年においては共通することがあるかと思います。

子どもの望ましい行動を習慣づけるために、ほめることはとても大切な親の役割です。また、

望ましくない行動を習慣づけないことも同じことが言えます。望ましい行動をしたときや、望

ましくない行動をやめたときにほめられれば、良い行動は習慣化（強化）され、良くない行動

は減って（消去）いきます。しかし、そのほめ方も少ないパターンではすぐに飽きられ、効果

が薄くなってしまいます。

そこで私たち大人は、ほめ方のパターンをたくさんもつ必要が出てきます。「すごいねぇ」と

いう一言でも、声の大きさやイントネーションを変えたり、表情やスキンシップ（頭をなでる、

ハグするなど）を交えたりすると、色々なパターンが考えられます。また、状況によっては言

葉にしなくても、ニコッと笑ってあげたりすると言葉以上の効果があります。賢く上手にほめ

るには、可能な限り見ていてあげることです。『いつでも見ているよ』というメッセージを伝え

ることが一番大切です。

大人としてちょっとだけ冷静になり、賢くほめてまっすぐ育てる。試してみてください。子

どもに、（あれ？いつもとちがうぞ）と思わせることができたら、きっと大成功です。

いよいよ２３日（月）から南が丘小学校も本格的に運動会モードに入りました。運動会成功に向

け、子どもたちも職員も準備や練習に精一杯取り組んでいます。

私たち教職員は、この過程をとても大切にしています。運動会への取組を通して、子どもたち一

人一人に様々なことを乗り越えさせ、自己の成長を実感させる作業となるからです。そして、力を

合わせる大切さや喜びを体験させ、学級や学校全体のまとまりを作る作業となるからです。それぞ

れの得手不得手は当然ありますが、「～のために自分は全力で頑張った」と自己評価できることが、

今後の自身の成長や、大きく言えば生きていく自信になっていきます。走ることが得意なお子さん

はもちろんですが、走ることに苦手意識があるにもかかわらず全力を尽くしているお子さん、また、

競技そのものだけでなく、係活動など様々な場面でのお子さんの成長や活躍を見つけてあげてくだ

さい。そして、そうしたお子さんに『いつでも見ているよ』『あなたが全力で頑張ったことを私は知

っているよ』というメッセージを伝えてあげてください。

感染症対策の中、まだまだ従来の運動会とはほど遠いものがありますが、保護者、家族の方々の

温かい応援をよろしくお願いいたします。
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『 考えを整理し、自分の力で実行できる子どもの育成 』
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５月２４日（火）、４年生の皆さんが江差町立かもめ保育園を訪問し、交流を

深めてきました。今回は、総合的な学習の時間「伝えよう！江差で働く人々」の

一環として、保育園に行って園児と触れ合う機会を設定していただきました。

園児に伝える言葉の難しさや一緒に活動する喜びなどを体験してくることができ

ました。この経験を今後のキャリア教育に活かしていきたいと思います。



６月行事予定
１５日 （水） 職員会議 ５時間授業

２日 （木） 総練習 １６日 （木） ＳＤＧｓ第１回学習会（５年）

４日 （土） 前日登校日 会場設営（13:30～ ） １７日 （金） 避難訓練（火災）

５日 （日） 南小運動会（午前開催） ２０日 （月） ＡＬＴ来校 クラブ

６日 （月） 振替休日 江差小学校との連携学習（６年）

７日 （火） 振替休日 ２１日 （火） 心電図検診（１・４年）

８日 （水） 運動会後片付け 係反省 ２２日 （水） 移動理科教室（全学年）

１０日 （金） 納入日 ＡＬＴ来校 租税教室（６年） ２３日 （木） 全校朝会（１・６年発表） 歯科検診

１３日 （月） 委員会活動 ２７日 （月） 納入日・委員会活動

６月５日（日）は、「南小運動会」が予定され

ております。今年度の運動会につきましても、感

染症拡大防止の観点から規模を縮小し、午前開催

と致します。また、今回、観覧者を家族および祖

父母と若干緩和し、観覧席についても３ｍ×２ｍ

と広げ、抽選にて指定させて頂いております。ご

来賓・地域の方々の応援につきましてはご遠慮さ

せていただきます。

何かとご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協

力お願い致します。

当日は、午前８時４５分より南小グラウンドに

て開催致します。

今年のスローガン『 ５２人の結晶！！～協力

してできる熱い思い～』のもとに、紅組団長 山

崎陽和さん、白組団長 地本虎史朗さんを中心に

互いに手を取り合って練習に取り組んでおりま

す。「静かな運動会」となると思いますが、心は

燃えています。子どもたちの真剣で元気な姿をご

覧いただきたいと思

います。ご声援よろ

しくお願いいたしま

す。※今年度も、朝

の実施合図の花火は

ございません。

５月２５日（水）、令和４年度 第２回学校運営協議会を開催し

ました。今回は、学校運営協議会運営委員構成について確認され、

当面の事業について審議いたしました。また、今後の事業展開に

ついても話し合われました。今後もＣＳの意義や役割、ねらいを

明確にし、学校や地域の実情に合った協議を進め、「地域に開かれ

た学校づくり」に努めて参ります。

令和４年度 学校運営協議会 運営委員

会 長 小田島訓さん （地域代表）

副会長 中島 健さん （ＰＴＡ会長）

運営委員 菊地 勲さん （学校運営に資する方）

運営委員 大塚 勲さん （学識経験者）

運営委員 増田 浩伸さん（前ＰＴＡ役員）

運営委員 明上 真也さん（前ＰＴＡ役員）

運営委員 野崎 達也さん（ＰＴＡ副会長）

ゴールデンウィーク明けから新しい遊具設置のための工事が始

まりました。４月末には遊具のカラーデザインも全校児童で多数

決をとって決定しました。現在、ブランコと雲梯は使用できる状

況にはありますが、しばらくの間、校庭の半分近くを柵で覆って

工事が進められています。その関

係で校長住宅横の駐車場奥に重機

や資材等がおかれており、運動会

駐車場として一部使用できません

のでご了承下さい。夏休み明けに

は遊具が完成する予定です。

「いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの子にも起こりうる」という基本

認識にたち、本校の児童が楽しく豊かな学校生活を送ることのできる、いじめのな

い学校をつくるために「いじめ防止対策推進法」第１３条等の各法令に基づき、「南

が丘小学校いじめ防止基本方針」を策定しております。紙面の都合上全てを掲載することはできませんが、以

下のことについて共通理解や研修を行っております。

本校では、上記にもある通り、年２回「いじめアンケート」を行い、児童の人間関係や学校生

活の悩み等の把握に努めております。また、「いじめの早期発見」のためのチェックリストを作

成し、定期的に全職員で情報共有を実施しております。昨今、パソコンや携帯電話等を使った「ネ

ットいじめ」が増加しており、オンラインゲーム上でのいじめも増えております。大人から見え

にくく、早期発見・早期対応が難しいケースも多くなっています。そのためにも、保護者・教職

員が日常の変化に気づいてやること、訴えやすい環境づくりを学校生活・家庭の中で築いていく

ことが重要となってきます。学校でも情報モラル教育の充実に努めて参りますが、ご家庭でもス

マホや端末の使用上のルールを明確にすることや保護者による見守りは必須です。いじめを生ま

ない環境づくりにご協力下さい。また、「相談カード」

【左横】について忘れてしまっている子供もいると

思いますので、改めて指導していきたいと思います。

〈いじめの定義〉
「児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等、当該児童と一定の人間関係にある他の

児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む）で

あって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの」

〈いじめの内容〉
〇冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
〇仲間はずれ、集団による無視をされる 〇金品をたかられる
〇軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
〇金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
〇嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
〇パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる等

いじめ防止のための取組
＜児童への指導＞
・児童一人一人が認められ、大切にし合う学級づくり。 ・規範意識の醸成
・「いじめは許されない、見て見ぬふりをしない、見逃さない」意識の醸成
・「いじめ問題の根絶」に関する児童会としての取組。・「情報モラル教育」の充実

＜教職員の意識改革＞
・「いじめ問題」に関する校内研修。 ・本校教職員の理解と実践力の向上
・「特別な教科 道徳」の授業公開 ・思いやりの心や命を大切にする指導の充実

＜保護者や地域への啓発＞
・学校・家庭・地域の連携 ・相談体制づくり
・携帯電話や通信機器の使用モラル情報提供

〈いじめの早期発見・早期対応〉
・日常的な声がけや児童実態交流会等で情報共有 ・「いじめアンケートの実施」

・「いじめの早期発見」のためのチェックリストの実施


